
令和４年９月２２日 

 

保護者様 及び 

生徒のみなさんへ 

横浜市立軽井沢中学校 

校 長  佐藤 由利 

 

夏服期間終了のお知らせ 

 

暑い夏が過ぎ、少しずつ秋の気配を感じる今日この頃です。保護者の皆様には益々ご清

栄のこととお喜び申し上げます。平素から本校の教育にご理解とご協力をいただきありが

とうございます。 

さて例年ですと、９月末で夏服期間が終了し、標準服登校に切り替える時期となります

が、令和２年度途中からの新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、登下校時及び

学校生活中の服装について次の通りの扱いにさせていただいています。よろしくお願いい

たします。 

 

１０月１日からの服装について 

登下校及び学校生活中の服装を標準服以外に 

学校ジャージ・体操着の着用を認めます。 

※式では式服、定期試験では標準服の着用をお願いします。 

 

 

注意事項 

 

・標準服または、体操着・ジャージでの登下校や学校生活を認めるということです。 

部活動で使用しているシャツなどについては普段の学校生活では利用できません。 

 

 ・防寒着としてコートやジャケットなどは今まで通り利用できますが、室内では 

着ることはできません。 

 

 ・期限については未定です。 

  


